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 2010-2011 年度に三重県北部の改正自動車 NOx・PM 法の適用地域において，PM2.5 の

PCI サンプラーを用いた簡易採取法（以下，簡易法と略す）と FRM サンプラーを用いた

米国の連邦標準測定法（以下，標準法と略す）による調査を行い，質量濃度測定と成分

分析を行った．その結果，両測定法間で質量濃度には大きな差はなく，良好な相関関係

があり，簡易法の結果から標準法による調査の結果を推定することが可能であると判明

した．簡易法による調査によれば，自動車排出ガス測定局（14.7μg/m3），一般環境測定

局（11.9μg/m3），バックグランド地点（11.6μg/m3）の順で濃度が高かった．また，標準

法による調査では，同時期の各測定地点の測定結果はほぼ同じ濃度で類似の挙動を示し

た．何度か観測された高濃度事例は，後方流跡線の解析等から，大陸からの汚染気塊の

移流がその主な原因であると考えられた． 
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はじめに 

 当研究所における環境大気中の微小粒子状物

質の調査は，主に簡易法を中心に実施してきたと

ころである 1-7)． 
 しかし，平成 21 年 9 月 9 日環境省により大気

中微小粒子状物質（PM2.5）の環境基準が告示さ

れ，PM2.5 濃度の標準測定法は FRM サンプラー

を用いた米国の連邦標準測定法に準じた重量法

による一日平均値とされた． 
当研究所では簡易法により環境大気中の微小

粒子状物質について，その発生源の推定に活用で

きる微量成分濃度を把握するため 2 週間間隔での

調査を実施してきたが，2 週間間隔の採取で得ら

れたPM2.5濃度平均値は標準法の一日平均値と単

純に比較できないことが知られている． 

そこで，本研究では，簡易法と標準法による併

行採取を行い，標準法で得られる測定値の 2 週間

分の平均値と簡易法での平均濃度等との関連を

調査した． 
今回は質量濃度を中心に速報として報告する． 

 
調査方法 

１．サンプリング地点とサンプリング期間 
 図 1 に示す 6 地点でサンプリングを行った．6
地点は表 1 に示すように，バックグランド地点で

ある当研究所屋上（桜町）を除いて 5 地点は大気

環境測定局であり，その内 2 地点は一般環境測定

局で，3 地点は自動車排出ガス測定局である．サ

ンプリングは四季別に実施し，表 2 にサンプリン
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まとめ 

2010-2011 年度に三重県北部の改正自動車

NOx・PM 法の適用地域において，PM2.5 濃度を簡

易法と標準法との 2通りのサンプリング法により

調査した．その結果，以下のことが分かった． 

1) 標準法により，改正 NOx・PM 法の対象地域

で四季別に 2 週間，一日毎のサンプリングを

行ったところ，年平均の環境基準を超過した

のが調査期間平均で延べ17期間中9期間あり，

一日平均の環境基準を超過している日が延べ

252 日中 12 日間あった． 
2) 高濃度事例は，4-5 日間かけて上昇し減少す

ることが多く，そのピーク時に日平均の環境

基準を超過することがあった． 
3) 2010-2011 年度の簡易法による測定では，自

動車排出ガス測定局（3 地点平均）：14.7μg/m3，

一般環境測定局（2 地点平均）：11.9μg/m3，

バックグランド地点（1 地点）：11.6μg/m3で

あった． 
4) PM2.5 質量濃度を PCI サンプラーを用いた 2

週間連続サンプリングによる簡易法と FRM
サンプラーを用いた 1 日毎のサンプリングに

よる標準法の 2 週間平均とで比較すると，良

好な相関関係があり，簡易法の結果から標準

法による調査の結果を推定することが可能で

あることが判明した． 
5) PM2.5 質量濃度は，測定地点間の差が小さく，

その変動傾向も類似していることから，地域

汚染よりも広域汚染の影響が大きいことが示

唆された． 
6) 高濃度事例に対して後方流跡線解析を実施す

ると，華北地方，華中地方を通過してきた気

塊による影響が大きいと推測された．2011 年

度春の例では，バックグランド地点である桜

町と自動車排出ガス測定局である国道 23 号

鈴鹿では，気塊の通過する地域や高度によっ

ては，質量濃度の逆転現象が起こり，その差

は地域汚染よりも大きかった． 
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